
京業セン発 02-20号事 

令和 02 年 10 月 2 日 

 

各協会（団体）及び関係各社 御中 

京都タクシー業務センター 

 

八条口のりばでの不適切行為について 
 

市民からの苦情です。 

早朝・深夜の時間帯、京都駅八条口のりばで客待ち待機する

タクシーの運転者が、日常的に立小便をしているとの苦情が寄せられています。 

確かに深夜・早朝には駅構内の公衆トイレも閉鎖されていること

から、トイレの場所探しに困る運転者の方もいるかもしれませんが、立小便が許される訳はあり

ません。 

付近にはトイレを借用できるコンビニエンスストアもあります。なにより社会人として、こう

した迷惑行為は厳に慎むよう強く求めます。 

一部の不心得な運転者の為に、業界全体の信頼が失墜す

ることになりかねませんので、こうした迷惑行為を見かけた方は業務セン

ターに情報提供いただくようお願いします。 

防犯カメラ等で不適切行為が確認された場合は、規定にあるように「公序

良俗に違反した行為」として入構の差し止めを行います。あらか

じめご了承ください。 

以上 

 

 

上記につきまして、貴社乗務員・貴組合員へ周知徹底をお願い致します。 


